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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年３月27日に提出いたしました第34期（自　平成25年１月１日　至　平成25年12月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するも

のであります。

　

２ 【訂正事項】

　第一部　企業情報

　　　第２　事業の状況

　　　　　４　事業等のリスク

　　　　　　　⑩　法規制による営業活動への影響

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。なお、訂正箇所が表題以下全文にわたることから、表題にのみ＿＿を

付して表示しております。

　

　　第一部　【企業情報】

　　　第２　【事業の状況】

　　　　４　【事業等のリスク】

 
（訂正前）

 
⑩ 法規制による営業活動への影響

当社グループはそれぞれの国法に基づく許認可免許を取得して国際貨物輸送事業を行っております。仮に、当社

グループの保有する許認可免許が、何らかの事情により失効したり、急激な法改正により対応が遅延した場合に

は、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 
（訂正後）

 
⑩ 重要な事業活動の前提となる事項について（法規制等による営業活動への影響）

当社グループの主要な事業活動である国際海上貨物輸送事業は、船舶を所有せず、船会社の船腹を借りて利用す

ることによって、取引先（荷主）の貨物輸送を行い、荷主に対して輸送責任を負うものであり、貨物利用運送事業

者として「貨物利用運送事業法」の規制を受けております。

　当社グループでは「貨物利用運送事業法」に基づき、国土交通大臣より「第一種貨物利用運送事業」の認可及び

「第二種貨物利用運送事業」の許可を受けております。当該認可及び許可には期限の定めはありませんが、不正な

行為等、登録事項からの逸脱及び業務改善命令違反などの事由により、事業の全部もしくは一部の停止、あるい

は、認可及び許可が取り消される可能性があります。

また、当社グループでは貨物輸送に附帯する業務として通関業を行っており、所轄地税関長より「通関業法」に

基づく通関業の許可を受けております。当該許可についても期限の定めはありませんが、関税法や通関業法などに

違反した場合や、有資格者不在となった場合には、許可が取り消される可能性があります。

　一方、当社グループでは海外においても国内同様の事業を行っており、それぞれの子会社所在国において、重要

な事業に対して許認可を受けております。

　海外子会社を含め、当社グループの主要な許認可は下記のとおりでありますが、いずれの国においても不正な行

為等の法令違反があった場合には、業務の一時停止もしくは許認可が取り消される可能性があります。

　本書提出日現在、当社グループには国内、海外ともこれらの登録・許可の取消し事由に該当する事実はないもの

と認識しておりますが、将来何らかの理由により、登録・許可の取消し等の事態が発生した場合、当社グループの

経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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なお、当社グループの重要な事業活動にかかる主な許認可は以下のとおりであります。

許認可等の名称 所轄官庁等 許認可等の内容 有効期限

第一種貨物利用運送事業 国土交通大臣 事業経営の認可 期限の定め無し

第二種貨物利用運送事業 国土交通大臣 事業経営の許可 期限の定め無し

通関業 所轄地税関長 事業経営の許可 期限の定め無し

海運代理店業 関東運輸局 事業経営の認可 期限の定め無し

無船承運業務経営資格登録 中華人民共和国交通部 事業経営の認可 2016年3月

国際複合輸送業務利用運送事業
タイ国
The Office Of the Maritime
Promotion Commission

サービス提供許可及び

賠償責任範囲設定
2017年6月

IZIN USAHA TETAP恒久的操業許
可書

インドネシア投資調整庁 政令に基づく操業認可 期限の定め無し

Ocean Transport Intermediary
(NVOCC)

米国Federal Maritime Commission
NVOCC・フォワーダー
認可

財務担保保証があ
る限り有効

Customs Broker License 同上 通関業認可 期限の定め無し

国際物流周旋業登録証 韓国　国土海洋部 事業経営の認可 2015年4月

複合輸送業者登録
インド
Office of Commissioner
of Customs

船荷証券発行の認可 2016年3月
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